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阿田市○ MACHIDA City
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どんな人が「創業支援プロク
｀
ラム」を受けられるの?

創業をお考えの方と創業 5年以内の方なら、どなたでも支援いたします !

>起業したい レ法人化したい レ事業計画の立案をしたい >基礎知識の習得をしたい

レ資金調達の相談をしたい 等
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C)町 田市 経済観光部 産業政策 課 町田市森野2-2-228042-フ 24-2129

レ各支援機関の紹介 >創業特典を受けるための証明書の発行 爛

r町 田商工会議所 町田市原町田3-3-22奮042-フ 24-6614
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その他の支援事業

>経営相談 (販路、財務、資金調達、労務など)

>創業計画作成サポート 等

丁 田」日希F澄葉創造ヤレリー 町田市中町1-4-2 8042-850-8525 評
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その他の支援事業

>経営相談 (資金調達、財務、労務など)

>創業計画作成サポート

レ販路開拓及びマッチング支援

>個別オフィス、コワーキングスペースの提供
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ACC〕 融  町田市原 町田6-9-8 AETA町田4F 盆042-851-7856
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地域金融機関
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， 介 横浜銀行 ⑩ 颯講イ言用企庫 ◇

簗 建  廃 摩信用金庫
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>融資相談 >財務相談 >創業計画作成サポート

■|1日本政策金融公庫

ふれあい、さわやか



各 種 特 典  特定創業支援事業を受けた創業者は各種特典を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の減税
株式会社又は合同会社は、資本金のO口 796の登録免許税が0日35%に軽減、株式会社の最低税額 15万
円の場合は7ES万円、合同会社の最低税額 6万円の場合は3万円の軽減、また合名会社又は合資会社

は、ユ件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。 '

対象者 >倉」業前、又(ま創業後 5年未満であり、市内で株式会社・合同会社・合名会社・合資会社を設立予定の個人の方

申語先 >東京法務局町囲出張所

創業関連保証の特例
創業関連保証における創業前の利用対象者が、事業開始 2か月前からのところ6か月前からとなります。

対象者 >倉J業前であり市内で事業開始予定の方

申請先 >一般社団法人全国信用保証協会運合会

「新創業融資制度」の自己資金要件の特例
日本政策金融公庫の新創業融資制度において、「創業資金の1/10以上の自己資金を有すること」という
要件を満たしたものとみなされます。 l月」途、審査を受ける必要があります。)

対象者 >創業前であり市内で事業開始予定の方、またfよ事業開始後税務申告を2期終えていない市内事業者

申語先レ 株式会社日本政策金融公庫

「新規開業支援資金」の費付利率の引き下げの特例
新規開業支援資金の賞付利率の弓Iき下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

(別途、審査を受ける必要があります。)

対象者 >倉」業前であり市内で事業開始予定の方、または事業開始後おおむね 7年以内の市内事業者

申請先 >株式会社日本政策金融公庫

町田市中小企業融資制度「創業資金」:こおける利子捕酌の優遇
「創業特例」として利子分が金額補助きれます。 (月」途、審査を受ける必要力ちります。)

対象者 >町田市中小企業融資幣1度の利用要件をすべて満たしている方

申語先レ 町田市 (市内各種取扱金融機関)

>各種特典を受ける1こは

I 各支援機関において、「経営」「財務」「人朝育成」「販路開拓」の4項目について知識を習得 ●艇

2 各支援機関が『起業家カート」に知識習得確認の記録 ※1か月以上にわたって徊以上の支援を受ける必要があります。 風

3 町田市へ各種特典を受けるための証明書の発行を申請 潮 送での申請も朝電です。 ●線

∠と 各種特典を受けるための証明害を発行 籐

6 各種特典を受けようとする申請先に証明書の原本を提出 ｅ腱
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これから「町田創業プロジェクト」による支援を受ける人向け環も

「町田倉」業プロジェクト」における「倉」業」とは? |
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IQ2「町田創業プロジェクト」による支援を受けた場合、町田市で創業しなtヽといけないのでしようか?
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Q3 「町田創業プロジェクト」の支援を従業員等 (創業者以外)が受け、証明書の取得や各種特典を受tすることはできますか?
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町 田市 産 業 振 興 計 画 19“ 28 町田市では、市内の産業を取り巻く現】犬を踏まえ、10年後、さらにその先の市の姿を見

据えた産業振興の方向性を示す「町田市産業振興計画 19-28」 を策定しました。計画

では新たに事業を「立ち上げるチャレシジ」の促進・支援をはじめ、「拡 tヴるチャレンジ」。「つ

なくチャレシジ」の促進・支援、「ビズネスしやすく、働きやすいまちづくり」を施策の柱として

位置付けています。これらの柱に基づく方包策を推進することで<ビジネスに、働く人に、心

地よいまち>を目!旨します。

チャレンジ義株這
砕K准勒癬聯 r

事業を継続し、次世代ヘ

承継するチヤレシジを

支援します。

新たに事業を立ち上げる

チャレシジを支援します。

事業者が競争力を高める
チャレンジを支援します。
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チャレンジを促進する
ための環境づ

｀
くりを

推進します。
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『辮翻劇錢鬱
°
趨拶轟鬱静』罐逮り、麟覇繋毯語驚碧逸鍼機・彗努蔦ブ紗移ジ斑藤攘簸該琴息g

阿田市

<お問い合わせ>

町田市 経済観光部 産業政策課
〒 194… 8520東京都 町田市森野 2-2-22
TEL:042-フ 24-2129

創業支援プロゲラム
「町田創業プロジェクト」

起葉・倉1業
TEKY80
日r 力iら |

∞ MACHIDA City

この冊子 (よ 1′ 500部作成し、1部あたりの単価は87円 です (職員人件 F~Jを 含みます)。


